
『
九
幽
経
』

。

小
孜

|
|
初
唐
に
お
け
る
道
教
の
代
表
的
地
獄
経
典
|
|

序

日

碩
墜
津
田
瑞
穂
氏
は
『
地
獄
出
現
』
(
増
訂
版
)
で
道
教
の
「
九
幽
地

獄
」
に
つ
い
て
衣
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
傍
教
の
地
獄
は
上
下
無
数

の
層
を
な
し
て
重
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
道
教
で
は
新
趣
向

と
し
て
五
行
の
方
位
に
配
し
た
九
方
の
地
獄
を
説
く
、
こ
れ
を
九
幽

地
獄
と
い
う
」
と
。
「
九
幽
地
獄
」
は
、
「
地
獄
」
と
い
う
考
え
で
は

併
数
に
類
似
し
な
が
ら
も
、
道
教
側
が
濁
白
色
を
出
し
た
も
の
と
指

(
1
)
 

摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
唐
代
に
は
こ
の
「
九
幽
地
獄
」
を
説

く
代
表
経
典
と
し
て
「
九
幽
経
』
と
略
稽
さ
れ
る
道
教
経
典
が
誕
生

し
た
。
ま
た
、
敦
煙
本
の
中
に
は
『
太
上
九
員
妙
戒
金
銭
度
命
九
幽

砂

山

稔

抜
罪
妙
経
』

(
1
F
イ
ン
文
書
九
五
七
〉
が
残
存
し
、

雷
・
火
易
・
金
剛
・
浜
冷
・
普
掠
・
銅
柱
・
屠
割
・
火
車
・
銭
湯
の

そ
こ
に
は
、

風

「
九
幽
地
獄
L

の
内
寅
が
克
明
に
描
寓
さ
れ
て
、
「
九
幽
地
獄
」
の
思

想
が
唐
代
に
流
行
し
た
様
子
を
今
に
停
え
て
い
る
。
小
論
は
、
従
来

か
ら
興
味
は
持
た
れ
な
が
ら
も
必
ず
し
も
充
分
に
は
考
察
さ
れ
て
来

な
か
っ
た
『
九
幽
経
』
に
闘
す
る
全
面
的
な
解
明
を
目
指
し
た
も
の

で
あ
る
。

第
一
章

「
九
幽
経
』
と
唐
宋
に
お
け
る
流
停

『
九
幽
経
』
と
単
に
掛
相
す
る
道
教
経
典
は
、

に
は
牧
録
さ
れ
て
な
い
が
、
唐
末
五
代
の
碩
撃
退
士
で
あ
る
杜
光
庭

さ
て
、

現
在
の
道
綴



の
『
道
教
霊
験
記
』
巻
十
二
に
、
「
杜
筒
州
九
幽
抜
罪
経
験
L

が
あ

り
、
守
九
幽
抜
罪
経
』
の
霊
験
欝
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

京
兆
社
武
、
震
成
都
右
職
、
清
正
公
直
、
一
衆
所
推
仰
、
因
有
微

慈
、
読
告
数
日
、
其
家
私
召
亙
者
看
之
、
一
亙
者
日
、
有
一
人
少

年
、
傭
身
有
血
、
一
去
、
是
杜
公
之
弟
、
一
不
得
其
終
、
死
於
他

故
令
職
位
不
法
、
所
居
跡

所
、
無
人
祭
杷
〔
紀
〕
、
常
有
所
恨
、

多
滞
爾
、
家
人
以
此
事
白
之
、
武
知
其
非
謬
、
日
、
我
弟
出
外

多
年
、
不
知
存
残
、
尋
常
祭
饗
、
未
欽
奥
其
列
位
、
恐
其
在

耳
、
今
既
知
之
、
所
設
形
朕
年
幾
・
第
行
小
字
、
果
不
虚
会
、

魚
其
悲
恰
久
之
、
復
令
忍
者
間
之
、
有
何
所
要
、
答
云
、
歳
月

巳
多
、
不
要
更
依
俗
中
之
躍
、
但
請
一
道
流
蒋
金
銭
妙
戒
九
幽

抜
罪
経
九
遍
、
作
符
焚
之
、
創
有
所
詣
、
不
復
来
会
、
我
去
之

後
、
訟
責
既
無
、
兄
営
立
選
劇
職
、
作
雨
任
刺
史
、
於
是
召
得

道
土
古
嵩
華
、
求
此
経
置
道
場
、
轄
讃
百
二
十
巻
、
設
瑞
淵
表
親
、

焚
衣
服
銭
鳥
、
既
畢
、
一
必
者
信
用
達
感
謝
而
去
、
月
品
師
、
武
遷
府

城
使
、
尋
授
簡
州
刺
史
、
秩
輔
、
復
載
領
筒
州
、
士
口
師
困
層
周
寓

百
絵
本
九
幽
経
、
行
於
奉
道
之
家
、
動
其
持
奉
失
。

杜
光
庭
の

「
道
教
室
験
記
』
が
、
『
九
幽
抜
罪
経
』
を

こ
こ
で
、

『
九
幽
経
』
小
孜

剣
然
と
『
九
幽
経
』
と
し
て
い
る
こ
と
が
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
『
道
教
霊
験
記
』
の
紋
述
で
は
、

不
明
で
あ
る
が
、
南
宋
の
王
象
之
の
著
作
で
あ
る
『
輿
地
紀
勝
』
の

成
都
府
路
の
筒
州
の
僚
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

社
武
の
活
躍
の
時
代
が

唐

盆
州
を
分
け
、
復
た
筒
州
を
置
く
。
〈
(
割
注
)
新
奮
唐
志
、

武
徳
二
年
(
六
一
九
〉
に
在
り
〉
ま
た
改
め
て
陽
安
郡
と
潟
す
。

〈
(
割
注
)
天
賓
元
年
(
七
四
二
)
〉
復
た
筒
州
と
潟
す
。
〈
〈
割
注
〉

乾
元
元
年
(
七
五
八
)
〉
競
し
て
清
化
軍
と
篤
す
。
〈
ハ
割
注
〉
園

経
、
中
和
元
年
〈
八
八
一
)
に
在
り
、
社
武
を
以
て
軍
使
と
篤

す
〉
唐
末
主
氏
そ
の
地
を
有
っ
。

〈
ハ
割
注
〉
遁
鑑
、

昭
宗
大
順

一
万
年
(
八
九
O
)、
簡
州
の
賂
社
有
濯
、

王
建
に
降
る
〉
(
巻
百
四

十
五
)

筒
州
は
盆
州
を
割
い
て
置
か
れ
た
州
で
、
先
の
『
九
幽
抜
罪
経
』

の
霊
験
誇
も
鄭
都
と
縁
の
あ
る
四
川
の
こ
と
で
あ
る
黙
に
も
注
意
を

梯
う
べ
き
で
あ
る
が
、
『
輿
地
紀
勝
』
の
こ
の
記
述
に
よ
り
杜
筒
州
、

即
ち
社
武
が
中
和
元
年
頃
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
社
武
は
杜
光
庭
〈
八
五

O
|九
一
二
三
)
と

ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
、
こ
の
時
代
に
『
九
幽
経
』
が
死
者
救
済
の
経



『
九
幽
経
』
小
孜

典
と
し
て
寅
際
に
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
敦
短
文
書
の
中
の
ス
タ
イ

γ
文
書
九
五
七
は
『
太
上

九
員
妙
戒
金
銭
度
命
九
幽
抜
罪
妙
経
L

の
首
題
を
持
っ
て
い
る
。
経

題
か
ら
推
し
て
こ
れ
が
郎
ち
社
光
庭
の
言
う
『
九
幽
抜
罪
経
』
で
あ

り

つ
ま
り
は
『
九
幽
経
』
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
既
に
吉
岡
義
豊
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
敦
短
本

『
太
上
九
員
妙
戒
金
銭
度
命
九
幽
抜
罪
妙
経
』
は
、
現
行
道
識
の
『
太

上
九
県
妙
戒
金
銭
度
命
抜
罪
妙
経
』
と
合
致
し
、
敦
伯
屈
本
は
多
少
の

残
飲
は
あ
り
な
が
ら
も
、
首
題
を
含
め
道
蔵
本
の
前
宇
に
相
嘗
す
る

部
分
を
今
に
存
し
て
い
る
有
力
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

w

そ
こ
で
、
以

下
の
行
論
で
は
、
敦
爆
本
を
参
照
し
つ
つ
道
蔵
本
を
底
本
と
し
て

『
九
幽
経
』
の
引
用
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

次
に
、
宋
初
の
類
書
で
あ
る
『
太
卒
御
覧
L

に
は
、
次
の
よ
う
な

『
九
断
経
』
の
引
用
が
あ
る
。
①
「
九
幽
経
に
日
く
、

宮
中
に
在
り
て
、
間
篠
を
惣
校
す
。
叉
日
く
、
善
功

手青
隼

一二一一ん

名
を
寅
篠
に

注
し
、
金
格
玉
筒
、

清
四
極
に
陳
列
す
」
(
巻
六
七
六
、
道
部
十
八

九
清
妙
」
境
三
一
元
宮
中
に
在
り

て
、
三
気
の
華
な
る
賓
雲
玉
座
に
御
し
、
国
銭
を
惣
校
し
、
諸
苦
を

簡
章
〉
②
「
九
幽
経
に
日
く
、

手青
傘

抜
済
す
」
(
巻
六
七
七
、
道
部
十
九
、
凡
案
〉
と
。

『
九
幽
抜
罪
経
』
は
、
冒
頭
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

爾
の
時
一
克
始
天
傘
、
九
清
妙
境
三
元
宮
中
に
在
り
、
三
系
の

華
な
る
賓
雲
玉
座
に
御
す
、
(
中
略
〉
十
方
来
衆
(
中
略
〉
天
傘

を
朝
讃
す
、
〔
天
等
は
〕
園
録
を
嫡
開
校
し
て
、
諸
苦
を
抜
度
す
、

時
に
三
元
上
宮
、
光
明
照
耀
、
太
空
に
洞
朗
し
、
霊
都
紫
徴
、
十

無
極
境
界
長
夜
九
幽
地
獄
の
中
に
及
び
、

善
悪
の
命
根
、
光
中
に
抽
出
然
た
り
、
一
切
の
玄
司
、
照
耀
せ
ざ

永

Yり
h
u

一
一
の
天
宮
、
み
な
見
る
、
元
始
天
等
、
諸
の
大
衆

方
に
輝
映
す
、
下

る
な
し

と
、
至
好
を
敷
弘
し
、
人
天
を
開
化
す
、
義
国
功
を
標
記
し
、
名

を
黄
篠
に
注
し
、
金
格
玉
筒
、

三
清
に
陳
列
す
。
ハ
第
一
紙
)

『
太
卒
御
覧
』

の
ニ
箇
僚
に
亙
る
引
用
は
抜
粋
で
あ
り
、

元
始
天
寧

を
「
一
帝
一
隼
」
と
し
、
「
四
極
L

の
街
字
が
あ
る
が
、
『
九
幽
抜
罪
経
』

の
冒
頭
部
分
と
よ
く
合
致
す
る
か
ら
、
『
太
卒
御
覧
』
の
編
纂
さ
れ

た
宋
初
に
お
い
て
も
、

杜
光
庭
が
活
躍
し
た
唐
末
五
代
と
同
様
に

『
九
幽
抜
罪
経
』
が

『
九
幽
経
』
と
し
て
通
行
し
て
い
た
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
冒
頭
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
『
九
幽
抜

罪
経
』
の
随
所
に
「
九
幽
地
獄
」
の
こ
と
が
設
か
れ
て
お
り
、
こ
の



経
典
が
叶
九
幽
経
』
と
呼
ば
れ
る
に
相
謄
し
い
内
容
を
備
え
て
い
る

こ
と
は
、
以
下
に
緩
々
論
詮
し
て
行
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

決
に
南
宋
の
李
昌
齢
の
『
太
上
感
膝
篇
停
』
(
一
一
七
O
年
頃
成
立
〉

で
は
、
巻
二
十
六
の
「
遠
逆
上
命
L

の
俸
に
お
い
て
「
俸
に
日
く
、

い
わ
ゆ
る
上
と
は
、
君
父
な
り
、
や
や
勤
敬
を
失
え
ば
、
即
ち
遼
逆

九
幽
抜
罪
経
の
地
獄
(
経
)
を
教
化
す
る
の
設
を
聞
か
ざ
る

並
日
掠
獄
中
に
、
諸
の
罪
人
あ
り
、
万
山

な
り

か
、
九
幽
経
に
云
う
、
土
日

の
中
を
騒
け
上
る
、

一
人
あ
り
鋒
を
践
み
刃
を
履
み
て
、
了
に
苦
し

む
と
こ
ろ
な
し
、
北
帝
こ
れ
を
異
と
す
、
天
隼
日
く
、
此
の
人

前
、
曾
て
九
回
同
妙
戒
救
苦
情
県
符
を
受
く
、
五
回
故
に
紳
力
を
以
て
覆
護

一
は
敬
譲
父
母
を
孝
養
す
、
二
は
克
勤

慈
も
て
衆
生
を
救
う
、
四
は
不
淫

す

君
主
に
忠
な
り
、

身
を
正
し
物
を
慮

す
、
五
は
不
盗
義
を
推
し
己
を
損
ず
、
六
は
噴
り
て
兇
怒
も
て
人

を
凌
が
ず
、
七
は
詐
り
諮
い
て
善
を
賊
害
せ
ず
、
八
は
騎
倣
も
て
至

三
は
不
殺

員
を
忽
か
に
せ
ず
、
九
は
不

戒
を
奉
ず
る
こ
と
専
一
に
す
、
此

れ
道
家
の
読
な
り
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
戒
律
の
一
と
二
が
順

序
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
が
、

『
九
幽
経
』
の
後
述
す
る
九
員
妙
戒

の
記
述
を
襲
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
九
幽
経
』
小
孜

ま
た
、
同
じ
南
宋
の
滞
叔
輿
の
編
で
あ
る
『
克
上
黄
篠
大
粛
立
成

儀
』
巻
二
十
四
の
「
九
獄
紳
燈
儀
」
で
は
、
東
方
風
雷
地
獄
主
者
・

南
方
火
磐
地
獄
主
者
・
西
方
金
問
地
獄
主
者
・
北
方
漠
冷
地
獄
主

者
・
東
北
方
銭
湯
地
獄
主
者
・
東
南
方
銅
柱
地
獄
主
者
・
西
南
方
屠

割
地
獄
主
者
・
西
北
方
火
車
地
獄
主
者
・
中
央
普
掠
地
獄
主
者
の
九

生

ま
た
、
九
幽
抜
罪
天
象
の
名
を
掲
げ

た
後
、
「
九
幽
の
東
、
風
雷
獄
と
い
う
、
飛
交
瓢
戟
、
罪
人
に
衝
突

す
、
云
々
」
と
述
べ
る
。
こ
の
「
飛
文
瓢
戟
、
罪
人
に
衝
突
す
」

は
、
第
三
重
で
漣
べ
る
よ
う
に
風
雷
地
獄
に
閲
す
る
『
九
幽
経
』
の

記
述
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
や
や
頗
序
を
換
え
て
銅
柱
・
火

臨
調
・
屠
割
・
金
剛
・
火
車
・
漠
冷
・
鐙
湯
・
並
田
掠
地
獄
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
カ
上
寅
篠
大
策

立
成
儀
』
巻
十
二
な
ど
に
は
、
『
太
上
霊
賓
九
員
妙
戒
金
銭
九
幽
抜

罪
妙
経
』
の
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
即
ち
、
嘗
面
の

幽
地
獄
主
者
の
名
を
記
載
し
、

『
九
幽
経
』
な
の
で
あ
ろ
う
。

幽
経そ
』れ
lこで
つは
し、

て1}(
考に
察
し主主
て 数
行 重
こ玄
う波
。 の

劉
無
待
と
E 司

大
献
経
』

E 苛

九



可
九
幽
経
』
小
致

第
二
一
軍

三
元
と
九
幽

周
知
の
よ
う
に
初
唐
の
僧
侶
で
あ
る
玄
疑
の
『
葱
正
論
』
に
衣
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
際
経
五
巻
の
如
き
に
至
り
て
は
、
乃
ち
且
疋
れ
陪
の
道
士
劉
進

喜
造
り
、
道
士
李
仲
卿
十
巻
に
績
成
す
。
並
び
に
併
経
を
模
潟

罪
一
繭
を
潜
倫
し
、

し
て
、

因
果
を
搭
架
し
て
、

傍
法
を
参
鋭

す
。
唐
よ
り
以
来
、
郎
ち
盆
州
の
道
土
察
輿
・
濃
洲
の
道
土
方

長
あ
り
、
共
に
海
空
経
十
巻
を
造
る
。
道
士
李
祭
ま
た
洗
浴
経

を
造
り
て
、
以
て
温
室
に
削
到
す
、
道
士
劉
無
待
ま
た
大
献
経
を

造
り
て
、
以
て
孟
蘭
盆
に
擬
し
、
弁
び
に
九
幽
経
を
浩
り
て
、

賂
に
罪
一
一
服
報
底
に
類
せ
ん
と
す
。
自
品
開
の
大
部
峡
に
あ
ら
ざ
る

勝
げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
。
(
巻
下
〉

こ
の
『
九
幽
経
』
、
『
大
献
経
』
に
闘
し
て
は
、
夙
に
吉
岡
義
豊
氏

は
、
備
な
る
者

に
見
解
が
あ
る
。

そ
れ
に
依
れ
ば
、
『
九
幽
経
』
は
、

則
天
武
后
時

代
に
は
良
く
知
ら
れ
て
い
た
経
典
で
、
そ
の
内
容
は
『
大
献
経
』
に

類
似
す
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
『
大
献
経
』
に
つ
い
て
は
、
『
大
献
経
』

と
言
う
の
は
略
穏
で
あ
り
、
詳
し
く
は
現
行
道
臓
に
牧
録
さ
れ
る

四

『
太
上
洞
玄
霊
費
三
元
玉
京
玄
都
大
献
経
』
(
道
蔵
本
と
呼
ぶ
)
、
も
し

ス
タ
イ
ン
文
書
三

O
六
一
統
の
敦
燈
本
『
太
上
洞
玄
霊
賓
中

く
は
、

一
五
玉
京
玄
都
大
獄
経
』
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
一
元
施

食
を
説
く
根
本
経
典
の
原
初
の
姿
は
、
敦
埠
本
で
あ
り
、
道
蔵
本
は

こ
れ
に
上
元
、
下
元
に
つ
い
て
の
説
明
が
芳
干
増
添
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
道
藤
本
で
は
一
段
ご
と
に
義
棒
、
が
つ
い
て
い
る
が
、

そ
れ

は
道
経
と
し
て
は
珍
し
く
、
か
っ
、
そ
の
義
律
の
方
法
が
成
玄
英
の

『
老
子
道
徳
経
開
題
序
訣
義
疏
』
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
鈷

か
ら
見
る
と
、
道
蔵
本
は
初
唐
の
成
玄
英
の
頃
の
彼
と
同
事
汲
の
道

士
に
よ
っ
て
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
定
し
得
る
、
或
い
は
、
そ
の

(
3〉

人
物
を
劉
無
待
に
比
擬
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
さ
れ
る
。

以
上
、
士
口
岡
氏
の
、
『
九
幽
経
』
『
大
敵
経
』
に
闘
す
る
所
論
を
要

約
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
成
玄
英
と
同
拳
波
と
言
う

か
つ
疏
穣
(
以

の
が
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
道
教
重
玄
涯
で
あ
り
、

下
疏
樟
の
部
分
は
『
大
獄
経
疏
』
と
呼
ぶ
)
に
は

大
聖
天
等
、
智

羅
を
貫
く
。

衆
妙
の
門
を
関
き

重

ま嚢
境極
をを
洞E理
る Eミ

q 道
大
献

空
有
に
周
し
、
位

大

経
疏
』
第
一
紙
)



と
重
玄
の
語
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た

疏
穫
の
官
頭
に
は
、

「
妙
本
」
の
語
が
登
場
す
る
が

の
重
要
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
成
玄
英
の
思
想
世
界

若
し
夫
れ
至
人

妙
本
、
高
象
の
先
に
出
で
、
大
聖

六
合
の
外
に
超
ゆ
。
(
『
大
献
経
疏
』
第
一
紙
)

更
に
、
こ
の
疏
俸
に
は
、
こ
の
外
に
も
、
明
白
に
成
玄
英
の
所
読

を
踏
襲
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
経
」
の
字
義
の
解
穣
を
述
べ

深
源
、

る
次
の
部
分
で
あ
る
。

等
三
洞
員
文
、
七
部
玄
数
、
討
其
題
目
、
余
続
日
経
、
是
知
経

者
法
敬
之
総
名
、
至
人
之
洪
範
、
経
之
潟
美
、
其
大
会
哉
、
蓋

霊
品
之
舟
航
者
也
(
中
略
〉
第
一
一
訓
由
者
、
言
三
代
天
等
、
十

方
衆
聖
、
莫
不
因
由
経
戒
而
得
成
道
、
故
田
由
也
、
第
二
訓
径

者
、
能
開
通
高
物
、
導
達
四
生
、
作
事
者
之
津
梁
、
賓
修
員
之

要
径
、
故
日
径
也
、
第
三
訓
法
者
、
言
能
潟
旨
趣
玄
妙
、
所
致

精
徴
、
可
以
軌
則
蒼
生
、
楢
模
衆
壁
、
放
日
法
也
、
第
四
訓
常

者
、
吾
一
口
非
但
妙
理
深
遠
、
湛
寂
凝
然
、
抑
亦
三
代
法
王
不
刊
之

術
、
兵
斯
四
義
、
故
得
稽
経
。
合
大
献
経
疏
』
第
五
紙
)

因
み
に
成
玄
英
の
『
老
子
開
題
』
の
「
穆
経
」
の
部
分
を
決
に
示

『
九
幽
経
』
小
致

す。

第
二
緯
経
者
、
尋
三
洞
辱
文
、
七
部
玄
敬
、
討
其
題
目
、
余
競
日

経
、
是
知
経
者
法
数
之
惣
名
、
至
人
之
洪
範
、
経
之
魚
義
、
大

会
哉
、
蓋
群
品
之
舟
航
者
也
、
(
中
略
〉
第
一
訓
由
者
、
言
三
世

天
傘
、
十
方
太
上
、
莫
不
因
由
此
経
而
得
成
道
、
第
二
訓
径
者
、

言
能
開
通
高
物
、
導
達
四
生
、
作
撃
者
之
津
梁
、
寒
修
員
之
要

径
、
第
三
訓
法
者
、
旨
趣
玄
妙
、
能
所
精
徴
、
可
以
軌
則
蒼
生
、

橋
模
衆
聖
也
、
第
四
訓
常
者
、
言
非
但
理
致
深
遠
、
湛
寂
疑
然
、

抑
亦
寓
代
百
玉
不
刊
之
術
、
具
斯
四
義
、
故
稽
篤
経
也
。
(
『
老

子
開
題
」
)

こ
の
よ
う
に
『
大
敵
経
疏
L

の
「
経
し
の
字
義
の
解
穆
は
、
多
少

の
文
字
の
出
入
は
あ
る
も
の
の
成
玄
英
の
守
老
子
開
題
』
の
解
揮
を

(
4
)
 

全
く
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
強
国
立
氏
の
「
成
玄
英
李
柴

著
述
行
年
考
」
に
よ
れ
ば
、
章
述
の
『
雨
京
新
記
』
に
は
、
「
垂
扶

(
六
八
五
!
六
八
八
)
中
、
道
士
成
玄
英
あ
り
、
一
言
論
に
長
じ
、
在

(
5〉

(
疾
〉
老
数
部
を
著
わ
し
、
時
に
行
わ
れ
る
な
り
」
(
釜
己
と
あ
る
が
、

劉
無
待
は
同
じ
撃
波
の
も
の
と
し
て
成
玄
英
の
設
を
忠
寅
に
継
承
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

五



『
九
幽
経
』
小
致

こ
の
劉
無
待
は
七

O
O年
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
玄
難
の
『
甑
正

論
』
に
唐
代
の
道
土
と
し
て
登
場
す
る
外
に
は
、
『
醤
唐
書
』
『
新
唐

書
』
に
依
れ
ば
、
『
同
光
子
』
な
る
著
作
が
あ
っ
た
と
云
う
。

劉
無
待
撰
侯
徹
注
(
『
奮
唐
書
」
巻
四
十
七
)

同
光
子
入
念

劉
無
待
問
光
子
八
巻

侯
僚
注
(
「
新
唐
書
』
巻
五
十
九
)

さ
て
、
『
大
獄
経
』
は
、
道
教
に
お
け
る
最
も
重
要
な
祭
日
で
あ

る
三
元
日
に
お
け
る
死
者
の
救
済
を
説
く
経
典
で
あ
り
、
そ
の
関
の

『
大
献
経
疏
』
に
は
、
択
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

事
情
は言

う
と
こ
ろ
の
三
元
と
は
、

正
月
十
五
日
を
上
元
と
震
す
、
印

ち
天
官
検
勾
す
、

七
月
十
五
日
を
中
元
と
箆
す
、
即
ち
地
官
検

勾
す
、

十
月
十
豆
日
を
下
元
と
篤
す
、

即
ち
水
官
検
勾
す
。

(
第
三
紙
)

人
天
を
普
校
し
、
玄
都
に
倣
い
事
ぶ

一
切
の
亡
震
を
抜
賎
し
、
願
行

大
献
と
は
、
此
の
経

大
献
の
法
は
、

一
該
康
な
り
、

故
に
大
献
と
い
う
。
(
第
四
紙
)

『
大
献
経
疏
』
に
は
、
ま
た
、
「
九
幽
と
は
、
九
幽
地
獄
な
り
」
(
第

二
十
一
紙
)
の
語
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
『
大
献
経
疏
』
と
『
九
幽
経
』

と
の
連
絡
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
先
の
「
大
献
の
法
」

一一」
2、

に
よ
っ
て
救
済
を
待
っ
て
い
る
亡
霊
は
九
幽
地
獄
に
い
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
『
大
献
経
』
で
は
地
獄
に
い
る
人
を
救
済
す
る
「
時
」

に
つ
い
て
述
べ
、
『
九
幽
経
』
は
救
済
さ
れ
る
べ
き
人
が
い
る

場

所
」
を
示
し
て
お
り
、
一
一
つ
の
経
典
は
互
い
に
深
い
関
連
を
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
吉
岡
氏
が
可
九
幽
経
」
の
内
容
と
『
大
献
経
L

と

類
似
す
る
と
言
わ
れ
た
の
は
そ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
コ
凱
正
論
』
に
一
五
う
「
道
士
劉
無
待
〔
中
略
)
弁
び
に
九

幽
経
を
造
り
て
、
時
間
に
罪
一
一
隅
報
庭
に
類
せ
ん
と
す
」
の
「
罪
一
繭
報
底
」

に
関
し
て
言
え
ば
、
傍
数
経
典
で
あ
る
『
罪
一
隅
報
際
経
』
に
説
く
五

道
輸
轄
の
思
想
や

v

『
九
幽
経
』
に
説
く
九
幽
地
獄
へ
の
沈
論
と
そ

」
か
ら
の
救
済
を
含
む
、

よ
り
幅
康
い
罪
一
一
帽
の
報
藤
を
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
貼
か
ら
す
れ
ば
、
『
大
献
経
疏
」
に
「
中

一
切
地
獄
囚
徒
の
罪
一
幅
一
の
事
と
風
刀
の

元
は
生
死
の
簿
を
主
ど
り
、

考
を
録
す
」
〈
第
二
十
八
紙
)

と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
も
参
考
に
な

る
の
で
あ
る
。

元
と
九
幽
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
『
九
幽
経
』

の
冒
頭
に
は

「
爾
の
時

一
元
始
天
傘
、

九
清
妙
境
三
一
万
宮
中
に
在
り
、

三
平
出
の
華

な
る
賓
雲
玉
座
に
御
す
」
ハ
第
一
紙
)
と
あ
り
、
一
五
始
天
辱
が
二
一
元
宮



に
居
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
先
ず
目
を
惹
こ
一
う
。
こ
れ
は
『
九
幽

経
」
で
は
「
三
元
」
が
強
く
意
一
蹴
さ
れ
て
い
た
詮
左
で
あ
る
。

因
み
に
道
蕨
に
牧
録
さ
れ
る
『
太
上
慈
悲
道
場
滅
罪
水
機
』
は

こ
の
三
元
と
九
幽
の
閥
係
を
燈
現
し
た
よ
う
な
経
典
で
、

三
界
十
方
の
四
司
五

そ
の
巻

上
に
は
、
「
毎
年
三
元
の
目
、

三
元
の
官
岡
崎
、

一
帝
一
・
善
悪
↓
童
子
・
一
切
霊
官
と
、
金
閥
元
始
の
御
前
に
上
朝
し
、
男

女
生
死
の
籍
・
罪
一
踊
一
因
縁
、
及
び
九
幽
地
獄
水
府
の
窮
魂
の
姓
名
業

鰭
冊
を
考
校
す
」
と
述
べ
ら
れ
、
上
巻
は
上
一
克
の
日
に
、
中
谷
は
中
一
克

t土

ま
た

九下
開巻
撃は

下
天一
等音
や日
海 v

宗主
要占
軍事 4し

のて
名い

るも
見
え」

るの

こ経
と典
カミ Iこ

の
日
に
、

注
目
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
叶
九
幽
経
』

で
t土

九
幽
地
獄
か
ら
の
救
済
の
た
め

の
「
九
幽
大
斎
」
の
必
要
を
頻
り
に
説
く
。

そ
の
中
に
此
の
一
人
あ
る
を
頼
む
、
生
存
の
時
、
曾
て
九
幽
大

粛
を
立
て
、
金
銭
白
筒
九
良
妙
戒
を
受
持
一
し
、
名
を
金
格
に
標

し
、
字
を
玉
清
に
列
す
、
徳
重
く
功
高
く
し
て
、
上
界
に
感
通

す
。
(
第
五
紙
)

天
隼
ま
た
日
く
、
若
も
し
園
土
あ
り
、
兵
災
息
ま
ず
、
疫
毒
流

『
九
幽
経
』
小
孜

行
す
、
是
れ
其
の
園
主
后
妃
、
太
子
主
公
、
及
び
兆
麻
ま
で

ま
た
嘗
に
九
幽
大
粛
を
修
設
し
、
お
の
お
の
九
員
妙
戒
金
銭
賓

符
を
受
持
す
れ
ば
、
兵
災
静
息
し
、
妖
悪
自
ら
扉
く
、
天
人
稀

悦
し
、
園
の
太
卒
を
析
ぶ
。
(
第
七
紙
)

夫
妻
男
女
、
門
人
同
事
、
営
に
亡
人
の
震
に
、
九
幽
大
鷲
を
立

て
、
名
を
白
筒
に
書
か
る
べ
し
、
九
員
妙
戒
を
受
く
が
篤
に
、

里
山
簿
を
焼
除
さ
る
、
彼
の
諸
の
罪
人
、
時
に
懸
じ
て
解
脱
し
、

魂
は
九
天
に
上
り
、
因
縁
輪
輔
押
し
て
、
九
宮
異
人
と
震
る
を
得
。

ハ
第
八
紙
)

園
主
か
ら
康
民
ま
で

」
こ
で
読
か
れ
る
九
幽
大
粛
の
功
徳
は
誠

に
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
教
重
玄
波
の
孟
安
排
の
手
に
な
る
『
選
数
義
極
』

で
は
、
所
謂
三
銭
七
品
の
粛
に
つ
い
て
衣
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

=
一
銭
と
は
、
一
は
、
金
銭
策
、
上
天
災
を
消
し
、
一
帯
一
王
を
保

玉
銭
粛
、
人
民
を
救
度
し
、
一
帽
を
請
い
、
過
を
謝

す
、
三
は
、
黄
篠
策
、
下
地
獄
九
玄
の
苦
を
抜
く
、
七
口
問
と

鎖
す
、
二
は
、

fi. 

t土

自
然

三
皇
費
、

仙
を
求
め
図
を
保
つ
、

二
は
、

寵
閥
、
員
を
修
め
道
を
撃
ぶ
、
三
は
、
上
清
済
、
虚
に
升
り
妙
に

二
七



『
九
幽
経
』
小
孜

四
は
、
指
数
策
、
災
を
一
一
躍
い
疾
を
救
う
、

五
は
、
塗
炭

入
る
、

車
刷
、
過
を
悔
い
命
を
請
う
、
六
は
、
明
員
策
、
九
幽
の
魂
を
抜

く
、
七
は
、
一
二
元
策
、
三
官
の
罪
を
謝
す
O

(

巻
一
一
)

こ
の
『
道
教
義
極
』
に
つ
い
て
、

玉
宗
畏
氏
は
、
明
人
葉
盛
〈
成

化
十
年
(
一
四
六
四
〉
五
十
五
才
で
相
官
〉
の
『
茶
竹
堂
書
目
』

(
7
)
 

っ
て
初
め
て
著
録
の
あ
る
こ
と
を
言
う
が
、
『
永
一
笑
大
兵
』
(
一
四
O

七
年
完
成
)
の
巻
二

O
三
O
九
に
は
、
「
道
教
義
極
三
一
遁
書
の
義

に
日
く
、
一
一
一
一
と
は
、
蓋
し
希
夷
の
奥
願
〔
蹟
〕
、
紳
気
の
稿
機
な

り
、
智
用
う
れ
ば
則
ち
事
並
び
に
形
あ
り
、
舎
時
間
す
れ
ば
則
ち
趣
向

洞
神
経
三
嚢
訣
に
云
う
、

至

じ
く
物
な
し
、

此
れ
そ
の
致
な
り
、

〔
三
〕
と
は
、
精
神
気
な
り
、
云
々
」
と
、
現
行
道
蔵
本
の
巻
五
「
三

一
義
」
の
全
文
に
蛍
た
る
も
の
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
先
の
七
口
同
の
粛
の
内
、
そ
の
六
番
目
の
明
異
粛
に
は
、
九

幽
の
魂
の
救
済
が
設
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
考
え
は
貌
呂
田
南
北

朝
時
代
か
ら
勿
論
存
在
し
た
。
「
九
幽
」
の
語
の
早
期
の
例
は
劉
宋

の
謝
妊
の
「
朝
臣
の
潟
に
羅
州
刺
史
蓑
鋲
に
興
う
る
の
書
」
な
る
文

ル』品。

の
「
徳
九
幽
に
洞
り
、
功

三
耀
を
貫
く
」
(
『
全
宋
文
L

巻
三
十
五
)

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
時
代
の
陸
修
静
の
『
霊
費
五
感
文
』
に
は
、

1¥ 

澗
玄
霊
賓
の
粛
と
し
て
、
糞
蝿
師
索
、
明
白
県
索
、

三
元
策
、

八
節
融
澗
盤
す

を
連
ね
る
が
、
榊
塚
氏
は
こ
れ
ら
四
つ
の
震
か
、
九
幽
の
魂
を
救
済

(
8
)
 

す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

ま
た

霊
賓
経
の
中
に
は
、
『
洞
玄
霊
賓

長
夜
之
府
玉
匿
九
幽
明
員
科
』
が
あ
っ
て
、

「
七
租
立
ち
ど
こ
ろ
に

九
幽
長
夜
の
中
に
開
度
し
て
、

上

天
堂
に
昇
る
を
得
」
と
一
百
う
か

ら
、
と
り
わ
け
現
員
粛
は
九
幽
の
魂
の
救
済
を
特
徴
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
劉
無
待
の
『
九
幽
経
』
は
こ
う
し
た
霊
賓
緩

の
流
れ
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
社
光
庭
の
『
太
上
薫
篠
粛
儀
』
の
巻
五
十
六
「
躍
燈
」

「
上
元
金
銭
筒
文
民
仙
口
問
」

の
項
で
は
、

前
半
で

主
に

を
用
い

て
、
「
上
元
金
銭
筒
文
員
仙
口
聞
に
日
く
、

然
燈
の
威
儀
は

一一帝王閤

主
の
震
に
、
上

天
災
を
錯
し
、
天
の
分
度
を
正
す
、
下

兆
麻
を

安
ん
じ
、
存
亡
を
済
抜
す
、
営
に
九
幽
一
脚
燈
を
然
し
、
上

九
天
の

一
帽
堂
を
照
し
、
下

九
幽
の
地
獄
を
照
し
、
人
天

恵
を
蒙
り
、
生

死

恩
を
荷
う
」
と
九
幽
の
一
紳
燈
を
燃
や
す
意
義
な
ど
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

そ
し
て
、
後
半
で
は
、
「
弟
子
茶
乙

九
幽
一
柳
燈
を
然

し
、
上

中
天
一
繭
堂
の
内
を
照
ら
し
、
光
景
を
朗
徹
し
、
寓
方
に
輝

映
す
、
中

中
宮
境
域
一
柳
川
を
照
ら
し
、
妖
悪
滑
油
問
し
、
災
凶
珍
息



す
、
下

中
央
普
掠
の
獄
を
照
ら
し
、
諸
の
幽
暗
を
破
り
、
諸
の
光

鋒
を
絡
み
、
万
山

明
を
開
く
、
剣
樹

刃
を
息
む
、
窮
魂

考
を

苦
を
離
れ
て
天
に
生
じ
、
治
逢
快
楽

す
、
弟
子
再
奔
す
」
な
ど
と
『
九
幽
経
』
に
読
く
中
央
普
掠
之
獄
を

初
め
と
す
る
九
幽
地
獄
に
神
燈
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
る
救
済
祈
願
の

言
葉
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

罷
め
、
罪
塊

酸
を
停
む
、

第
三
品
早

「
九
幽
経
』
・
九
幽
地
獄
・
北
一
帝

さ
て
、
『
九
幽
経
」
の
看
板
は
、
九
幽
地
獄
に
つ
い
て
説

明
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
「
①
亦
見
東
方
風
雪
之
獄
、
常
有
里
山
風
、

震
雷
露
露
、
飛
支
瓢
戟
、
衝
突
罪
人
、
分
散
(
解
)
肢
(
支
)
陸
、
穿

穴
五
臓
(
蔵
〉
、
高
劫
受
苦
、
不
捨
董
夜
。
②
叉
見
南
方
火
場
之
獄
、

勿
論
、

有
諸
罪
人
、
呑
火
食
炭
、
篤
火
所
焼
、
頭
面
焦
燥
、
頭
戴
(
載
)
火

山
、
皮
膚
骨
肉
、
節
節
生
火
、
寓
劫
受
苦
、
不
捨
童
夜
。
③
叉
見
西
方

金
剛
之
獄
、
有
諸
罪
人
、
金
槌
鍛
杖
、
観
拷
無
(
宏
)
数
、
肢
(
支
)

僅
燭
壊
、
筋
骨
零
落
、
鍛
げ
人
(
杖
)
穿
腹
、
金
槌
塞
心
、
菌
効
受
音
、

不
拾
賓
夜
。
④
叉
見
北
方
漠
伶
(
震
)
之
獄
、
有
誇
罪
人
、
沈
波
丘

害
事
之
池
、
氷
戟
霜
刃
、
衝
断
筋
骨
、
百
毒
之
汁
、
以
濯
其
上
、
五
鐙

可
九
幽
経
』
小
孜

零
落
、
心
腹
破
壊
、
寓
劫
受
苦
、
不
捨
重
夜
。
⑤
叉
見
中
央
普
掠
之

獄
、
有
諸
罪
人
、
身
被
拷
掠
、
痛
毒
難
忍
、
断
筋
流
血
、
悶
絶
郷
地
、

於
是
獄
卒
、
方
以
銭
叉
叉
刺
、
令
諸
罪
人
、
各
各
巡
上
万
山
剣
樹
、

八
達
交
風
、
吹
樹
低
昂
、
足
履
(
落
)
万
山
、
掛
身
剣
鍔
、
高
劫
受

苦
、
不
捨
童
夜
。
⑥
叉
見
東
南
方
銅
柱
之
獄
、
有
諸
罪
人
、
身
上
銅

柱
、
大
火
猛
焔
、
令
諸
罪
人
、
手
抱
足
登
(
燈
)
、
表
裏
燥
燭
、
腹
背

膿
演
、
菌
効
受
苦
、
不
捨
童
夜
。
⑦
叉
見
西
南
方
屠
割
之
獄
、
有
諸

罪
人
、
身
被
倒
(
到
)
懸
、
万
剣
割
陸
、
四
肢
ハ
支
)
筋
版
、
皮
膚
五

臓
(
蔵
)
、
皆
有
万
刃
割
切
、
其
中
罪
人
、
血
流
潟
地
、
非
可
堪
忍
、

高
劫
受
苦
、
不
捨
董
夜
。
③
叉
見
西
北
方
火
車
之
獄
、
有
諸
罪
人
、

五
車
裂
僅
、
四
肢
(
支
)
分
散
、
或
身
世
出
火
車
、
東
西
南
北
ハ
隠
車
東

西
υ
、
一
一
車
輪
、
皆
有
万
刃
、
随
輪
選
穂
、
割
切
罪
人
、
加
諸
猛

火
、
焼
笑
燦
燭
、
首
同
劫
受
苦
、
不
捨
童
亘
夜
。
⑨
叉
見
東
北
方
銭
湯
之

獄
、
有
諸
罪
人
、
身
被
鍛
叉
、
叉
入
鐘
湯
、
五
鐙
煮
漬
、
四
肢
(
支
)

潰
燭
(
燭
潰
)
、
膿
血
臭
穣
、
不
可
堪
忍
、
高
劫
受
苦
、
不
捨
重
夜
」

(
第
二
紙
第
三
紙
。
括
弧
内
は
敦
埠
本
の
異
文
)
と
。

さ
て
、
『
九
幽
経
』
が
九
幽
地
獄
を
詳
説
す
る
こ
と
は
、
上
述
の

通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
『
九
幽
経
』
の
内
容
の
大
略
に
つ
い
て
は
、

九



『
九
幽
経
』
小
孜

(
9〉

士
口
岡
義
豊
氏
は
、
蛍
初
一
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

地
獄
極
重
の
苦
も
受
け
ず
、

傷
害
も

「
地
獄
に
堕
ち
た
一
人
が

受
け
ず
、
悠
々
と
し
て
い
る
の
を
見
て
、
地
獄
の
主
で
あ
る
鄭
都
北

一
帝
一
が
不
思
議
に
思
い
、
元
始
天
隼
に
そ
の
理
由
を
た
だ
す
と
、
天
掌

は
、
こ
の
者
は
曾
て
九
幽
大
鷲
を
行
い
、
金
銭
白
筒
九
回
県
妙
戒
を
受

持
し
て
い
る
こ
と
を
設
開
閉
し
て

そ
の
な
ぞ
を
解
い
て
い
る
」
と
。

こ
れ
は
非
常
に
示
唆
に
富
む
全
陸
把
握
で
あ
る
。

こ
の
吉
岡
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、

」
の
経
典
の
特
色
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
て
行
こ
う
。

そ
こ
で
目
に
つ
く
特
色
の
第
一
は
、

「
九
」
の
文
化
の
問
題
で
あ
り
、

そ
の
中
で
は
、
九
員
妙
戒
の
重
視

四
可
五
一
帝
一
の
傘
重
な
ど
が
翠
げ
ら
れ
る
。

第
二
は
、
「
渓
道
意
」

「
無
上
道
」
の
語
の
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

第
三
は

北
一
一
帝
が
登

場
し
、
「
里
山
簿
L

の
語
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

最
初
に
「
九
」
の
重
視
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
九
の
数
字
は

四
プ
ラ
ス
五
(
或
い
は
五
プ
ラ
見
四
)
と
し
て
現
れ
る
場
合
と
車
に
九

で
一
万
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。

ま
ず
、
経
題
に
も
含
ま
れ
る
「
九
員
妙
戒
」
が
蛍
然
、
最
も
重
要

な
も
の
で
あ
ろ
う
。

。

こ
こ
に
お
い
て
元
始
天
傘
、
復
た
四
衆
に
告
ぐ
、
汝
ら
諦
蕗
せ

心
に
在
れ
ば
、
五
回
蛍
に
汝
の
震
に
額
か
に
九
岡
県
妙

よ
、
静
念

戒
を
設
か
ん
、
金
銭
白
筒
、
受
持
の
功
徳
、
難
を
抜
き
苦
を
済

い
、
紳
力
思
い
難
し
、
衆
霊
稽
首
し
、
伏
し
て
数
命
を
受
く
、

一
は
克
勤
君
主
に
忠
な
り
、
二
は
敬
譲

天
隼
告
げ
て
日
く
、

父
母
を
孝
養
す
、
三
は
不
殺

慈
も
て
衆
生
を
救
う
、

四
t主

身
を
正
し
物
を
慮
す
、
五
は
不
盗

ず
、
六
は
噴
り
て
凶
怒
も
て
人
を
凌
が
ず
、
七
は
詐
り
諮
い
て

善
を
賊
害
せ
ず
、
八
は
憶
倣
も
て
至
員
を
忽
か
に
せ
ず
、
九
は

不
淫

義
を
推
し
己
を
損

不

戒
を
奉
じ
る
こ
と
専
一
に
す
。
(
第
五
紙
)

と

決
に
、

四
プ
ラ
ス
五
(
或
い
は
五
プ
ラ
ス
四
)
が
こ
の
『
九
幽
経
』

で
最
初
に
登
場
す
る
の
が

「
四
司
五
一
帝
一
し
で
あ
る
。

即
ち
、
経
の
冒
頭
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

爾
の
時
元
始
天
傘
、
九
清
妙
境
三
一
万
宮
中
に
在
り
、
一
一
一
系
華
な

る
賓
雲
玉
座
に
御
し
、
畢
情
林
の
下
、
諸
天
大
聖
、
太
上
道
君
、

九

皇

上

員

、

妙

行

員

人

、

太
上
老
君
、

四
司
五

飛
天
大
聖
、

一
帝
、
天
龍
神
鬼
、
無
鞍
敷
衆
と

一
時
に
同
じ
く
劫
偲
賓
蓋
に

舎
す
o

(

第
一
一
紙
)



こ
の
「
四
司
五
一
帝
し
の
う
ち
、
「
四
司
」
に
つ
い
て
は
、
「
可
命
」

「
司
録
」
「
司
功
L

「
司
殺
」
を
指
す
こ
と
が
繰
り
返
し
設
か
れ
る
。

五
一
帝
考
官
、
察
命
一
章
子
、
可
命
司
録
司
功
司
殺
。
(
第
一
紙
)

三
官
九
府
、
百
三
十
曹
、

五
帝
考
官
、
九
幽
地
獄
、

E
天
の
力

士
、
執
領
の
紳
兵
、
司
録
司
命
司
功
司
殺
、
牛
頭
獄
卒
、

の
大
魔
、

亡
過
を
抜
度
す
。
(
第
六
紙
)

四
可
五
一
帝
に
つ
い
て
は
、
「
大
献
経
疏
』
に
も
次
の
よ
う
に
説
く
。

明
ら
か
に
す

天
隼

慈
も
て
兆
腐
を
憐
む
、
故
に
一
脚
光
を
護

霊
生
を
懸
念
し
、
震
に
経
法
を
蒋
じ
、
兵
さ
に
天

地
水
官
、
三
官
九
府
、
百
二
十
曹
、
四
司
五
一
帝
、
考
録
諸
官
に
陳

玄
都
宮
内
に
詣
り
、

す
、
道
君

ぶ
、
お
の
お
の
=
一
元
の
農
を
以
て
、

上

人
天
の
善
惑
を
校
定
し
て
、
生
死
簿
室
田
を
分
別
す
、
あ
る
と
こ

ろ
の
善
功
、
み
な
記
録
を
蒙
る
、
云
々
。
(
第
四
紙
)

さ
て
、
「
九
」

の
文
化
に
つ
い
て
言
え
ば
、
『
九
幽
経
』
は
、
「
九

天
」
「
九
清
」
「
九
皇
」
「
九
府
」
「
九
量
」
「
九
官
民
人
L

等
、
「
九
」

を
名
数
と
す
る
概
念
に
満
た
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

成
玄
英
の
守
老
子
関
題
』
で
は
、
「
陸
先
生
云
う
、

そ
し

て

老
子
初
め

却
行
す
る
こ
と
九
歩
、

て
生
じ

悶
り
て
卸
ち
能
く
言
う
」
と
述

可
九
幽
経
L

小
致

べ
、
ま
た
、

「
故
に
八
十
一
章
、
太
陽
の
極
敷
に
象
る
」
と
言
う
。

八
十
一
は
、
九
×
九
、
即
ち
大
な
る
陽
数
九
の
自
乗
で
あ
る
。
そ
し

て、

こ
れ
が
何
れ
も
老
子
に
関
す
る
設
言
な
の
で
あ
る
。

図
み
に

界

『
大
献
経
疏
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

苦
闘
脚
の
君
子
は
、
即
ち
是
れ
老
君
の
底
身
、
玄
妙
玉
女
、
左
肢

割
き
て
陳
郡
苦
闘
胴
に
生
む
、
(
中
略
)
東
西
南
北
行
く
こ
と
九

歩
、
困
り
て
即
ち
能
く
言
う
、
自
ら
李
樹
を
指
し
て
姓
と
震

す
、
天
上
天
下
、
唯
我
濁
傘
、
即
ち
九
龍
地
よ
り
湧
き
出
で
、

水
を
吐
き
て
泳
浴
す
、
出
龍
の
地
、
便
ち
九
井
と
矯
す
、
今
に

至
る
ま
で
見
に
在
り
。
(
第
二
十
一
紙
〉

こ
れ
も
老
子
に
闘
す
る
記
述
で
あ
り
、
老
子
を
熱
く
信
仰
す
る
重
玄

波
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
九
幽
経
L

は
、
「
九
」

の
文
化
に
執
着
す
る
重
玄
汲
の
気
分
を
よ
く
表
し
た
経
典
で
あ
る
と

言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
七
」
の
文
化
を
等
重
す
る
茅
山
波
と
劉

〈
国
)

比
を
見
せ
て
い
よ
う
。

次
に
『
九
幽
経
』
の
末
尾
近
く
に
見
え
る
「
夜
道
意
」
と
「
無
上

道
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

走
の
時
北
一
帝
、
及
び
諸
の
四
衆
、
九
幽
の
罪
人
、
是
の
設
を
開



可
九
幽
経
』
小
孜

き
己
り
、
心
開
け
て
悟
解
し
、
お
の
お
の
普
念
を
生
じ
、
衆
苦

泊
四
押
し
、
身
心
泰
然
た
り
、
皆
道
意
を
設
し
、
性
不
退
轄
、

且
疋
の
時
九
幽
里
山
簿
、
一
時
に
焚
燈
す
、
(
中
略
)
間
期
日
、
無
上

道
に
稽
首
し
、
元
始
の
隼
に
騎
心
す
、
云
々
。
(
第
九
紙
)

孟
安
排
の
『
道
教
義
橿
』
で
は
、
「
道
意
義
」
に
お
い
で
、
(

1

)

自
然
道
意
、

(

2

)

研
脅
道
意
、

(

3

)

知
県
道
意
、

(

4

)

出
離
道

意、
(

5

)

玉
上
道
↓
意
の
五
種
道
意
設
を
紋
べ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
位

業
義
」
に
説
く
五
種
心
、
郎
ち
、

(

1

)

渓
心
、

(

2

)

伏
道
、
(

3

)

知
県
、

(
4
〉
出
離
、
ハ
5
〉
無
上
道
の
五
心
と
同
様
の
設
で
あ
り
、

ま
た
、
成
玄
英
の
『
老
子
義
琉
』
に
説
く
五
種
心
と
重
な
る
。
成
玄

突
は
五
種
心
に
つ
い
て
衣
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
誓
心
多
端
な
る

も
、
要
は
五
に
過
ぎ
ず
、

一
は
設
心
、

二
は
伏
心
、
三
は
知
良
心
、

四
は
出
離
心
、

五
は
無
上
心
な
り
。
第
一
の
設
心
と
は
、
自
然
道
一
意

を
裂
し
て
法
門
に
入
る
を
謂
う
な
り
、
(
中
略
)
第
五
の
無
上
心
と

は
、
直
ち
に
遁
果
に
登
り
、
乃
ち
大
羅
に
至
る
を
謂
う
な
り
」
(
第
二

十
七
章
)
。
こ
の
『
道
教
義
橿
』
や
成
玄
英
の
叶
老
子
義
疏
』
に
読
く
、

五
上
自
然
道
意
と

エ
ん
上
道
↓
意
や
無
上
心
は
、
『
本
際
経
』

の
説
く
、

ま
た
、
守
道
教
義
極
』

や
『
老

同
様
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

一一

子
義
疏
』
の
五
種
道
意
説
、

の
道
意

五
種
心
の
設
は
、
可
本
際
経
』

読
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
九
幽
経
』
の
「
渓
道

意
」
と
「
無
上
道
」
の
思
想
は
、
こ
の
重
玄
波
道
教
の
系
譜
に
連
な

る
も
の
で
あ
る
。

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、
『
九

決
に
「
北
帝
」
と
「
里
山
簿
」

幽
経
』
の
末
尾
近
く
の
記
述
を
再
録
す
る
。

是
の
時
北
一
一
帝
、
及
び
諸
の
四
衆
、
九
幽
の
罪
人
、
是
の
設
を
関

き
己
り
、
心
開
け
て
悟
解
し
、

お
の
お
の
善
念
を
生
じ
、
衆
苦

道
一
意
を
愛
し
、
性
不
退
輔
、

治
四
押
し
、
身
心
泰
然
た
り
、
皆

是
の
時
九
幽
黒
簿
、
一
時
に
焚
燈
す
。
(
第
九
紙
)

こ
の
う
ち
、
「
黒
簿
」
は
、
ま
た
「
惑
簿
」
と
呼
ば
れ
る
。
即
ち
、

普
掠
獄
中
、
諸
の
罪
人
あ
り
、
名

「
爾
の
時

里
山
簿
に
入
る
」
(
第

身
を
し
て
九
幽
に
渡
せ
し

二
紙
)
「
遂
に
名
を
し
て
悪
簿
に
書
し
、

命
過
ぎ
れ
ば

底
に
九
幽
に
入
り
て
、

む
」
(
第
五
紙
)
「
若
し
人

名

黒
簿
に
書
す
ベ
し
し
(
第
八
紙
)
「
名

悪
簿
に
書
し
、

身

鬼

官
に
渡
す
L

(

第
八
紙
〉
「
夫
妻
男
女
、

門
人
間
撃
、

蛍
に
亡
人
の
信
仰

に
、
九
幽
大
粛
を
立
て
、
名
を
白
簡
に
書
す
ベ
し
、
九
員
妙
戒
を
受

く
が
震
に
、
里
山
簿
を
焼
除
す
、
彼
の
諸
の
罪
人
、
時
に
廃
じ
て
解
脱



し
、
魂

九
天
に
上
る
べ
し
、
因
縁
輸
縛
し
て
、
九
官
民
人
と
鋳
る

を
得
」
(
第
八
紙
)
と
あ
る
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

『
九
幽
経
』
は
こ
の
死
者
の
名
簿

で
あ
る
「
黒
簿
」
「
悪
簿
」

に
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
、

九
幽
地
獄
に

縛
落
す
る
こ
と
で
あ
り
、
九
幽
大
粛
を
立
て
、
ま
た
、
九
員
妙
戒
を

受
け
、
更
に
は
「
道
意
」
を
設
す
る
こ
と
が
、
こ
の
「
里
山
簿
」
を
焼

壷
さ
せ
る
と
す
る
経
典
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
北
一
帝
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
様
止
に
描
潟
す
る
。

「
〈
救
苦
天
骨
骨
〉
北
一
帝
一
に
救
命
し
三
官
九
府
百
二
十
曹
、
五
帝
考
官
、
察

命
童
子
、
司
命
司
録
司
功
司
殺
(
中
略
)
み
な
九
幽
地
獄
の
中
に
集

ま
り
同
じ
く
教
戒
を
菓
く
o

(

第
一
紙
〉
」
「
爾
の
時
都
都
北
脅
及
び

諸
の
鬼
官
、
み
な
み
な
震
保
し
て
、
お
の
お
の
是
の
念
を
作
ず
。

九
幽
地
獄
の
衆
生
、
是
の
北
菅
の
庚
く
啓
誇

悔
過
を
生
じ
、
抜
罪
を
願
い
求
む
、
聾
を
奉

焚
天
に
振
う
。
(
第
四
紙
)
」
「
是
の
時

稽
首
櫨
謝
し
て
、

〈
第
二
紙
)
」
「
爾
の
時

を
篤
す
を
聞
き
、
心

げ
て
悲
叫
し
、
響

北一帝、

天
等
に
白
す
。

心
大
い
に
驚
怖
し
、

上

第

紙
)
」
「
爾
の
時

心
大
い
に
歓
喜

北
帯
、
是
の
設
を
聞
き
己
り
、

し
、
湧
躍
に
勝
え
ず
、
隼
顔
合
}
騒
仰
し
て
、
頚
を
作
し
て
日
く
、
諮
問

『
九
幽
経
』
小
孜

い
か
な
一
克
始
の
等
、
衆
生
の
慈
父
母
、
光
を
紫
徽
宮
に
傾
け
、
曲
さ

に
九
幽
の
戸
に
映
ず
、
云
・
4

(
第
五
紙
〉
」
「
爾
の
時
北
一
帝
一
、
是
の

煩
を
開
き
己
り
、
諸
天
の
大
衆
、
撃
を
同
じ
う
し
て
善
を
咽
惜
し
、
鈎

天
の
伎
柴
、
首
両
種
互
い
に
作
り
、
憧
蓋
香
花
、

一
切
を
麿
覆
す
(
第

五
紙
)
」
と
。

北
帝
は
鄭
都
の
鬼
官
を
統
率
す
る
立
場
で
あ

る
が
、
ま
た
、
元
始
天
隼
を
奉
じ
て
九
幽
地
獄
の
衆
生
を
救
済
し
、

更
に
、
最
後
は
衆
生
と
と
も
に
道
意
を
議
し
て
、
無
上
道
を
究
め
る

慈
悲
深
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

『
九
幽
経
』
で
は

『
太
上
元
始
天
隼
説
北
帝

伏
魔
紳
呪
妙
経
』
袋
六
に
、
『
太
上
九
員
妙
戒
金
幾
度
命
抜
罪
妙
経
』

が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
酒
井
氏
の
所
謂
『
抜
罪

妙
経
』
に
敦
煙
本
(
ス
タ
イ
y
九
五
七
競
〉
、
道
蔵
本
、
道
臓
輯
要
本
、

太
上
一
万
始
天
骨
骨
読
北
帝
伏
魔
神
呪
妙
経
・
巻
六
の
四
つ
の
テ
キ
ス
ト

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
。
酒
井
氏
の
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、

『
抜
罪
妙
経
』
が
『
九
幽
経
』
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
気
鋭
の
酒
井
規
史
氏
は

九
民
妙
戒
金
銭
度
命
九 既
幽に
抜 取
罪り
妙上

警げ
ザ-

存 I
Q う
首 r

題逗
L 拍

手案
壬は

信市

他太
の上

し
か
し
な
が
ら
、

一一



「
九
幽
経
』
小
孜

諸
本
の
よ
う
に
「
九
幽
」
を
脱
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

翻
っ
て
考
え
る
と
、
「
太
上
九
員
妙
戒
金
銭
度
命
九
幽
抜
罪
妙
経
』

は
、
北
脅
一
信
仰
を
メ
イ
ン
と
す
る
「
太
上
元
始
天
傘
読
北
一
帝
伏
魔
榊

呪
妙
経
』
の
巻
六
に
組
み
込
ま
れ
る
に
嘗
た
っ
て
、
本
来
の
経
典
の

主
旨
を
表
す
「
九
幽
L

の
語
が
経
題
か
ら
治
滅
さ
せ
ら
れ
、

そ
れ
が

現
行
本
の
道
臓
や
道
戒
輯
要
の
経
題
に
も
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

勿
論
、
『
九
幽
経
」
が
北
一
帝
信
仰
を
メ
イ
ン
と
す
る

天
傘
設
北
一
帝
伏
魔
一
脚
呪
妙
経
』
の
巻
六
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

そ
こ
に
唐
代
道
教
に
お
い
て
出
色
の
北
一
帝
像
が
描
か
れ

ヲ
太
上
元
始

っ
た
の
は
、

て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
草

守
九
幽
経
』
と
『
太
上
慈
悲
道
場

治
災
九
幽
機
』

こ
こ
で
は
、

茅
山
汲
の
第
十
三
代
の
宗
師
で
あ
る
李
含
光
(
六
八

一l
七
六
九
)

の
序
が
付
さ
れ
る

『
太
上
慈
悲
道
場
治
災
九
幽
餓
』

十
巻
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
著
作
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
士
口
岡

氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
李
含
光
の
序
文
で
あ
る
が
、

四

こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
、
道
教
の
九
幽
餓
十
巻
は
大
約
唐
玄

宗
の
末
年
頃
〈
七
五
六
頃
:
・
筆
者
)
に
は
出
生
し
て
い
た
、

と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
李
含
光
の
序
文
を
強
い
て
否
定
す
る
根
擦
は
な

(辺〉

さ
そ
う
で
あ
る
」
と
。
安
蛍
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

『
太
上
慈
悲
道
場
消
災
九
幽
餓
』
に
は
、
『
太
上
老
君
説
報
父
母
恩

重
経
』
を
引
用
す
る
が
、
こ
の
経
の
中
に
は
「
海
空
智
蔵
」
な
る
神

格
が
登
場
し
、
ま
た
、
『
太
上
霊
賓
洪
一
一
幅
減
罪
像
名
経
』
を
引
用
す

る
が
、
こ
の
経
の
中
に
も
「
『
太
上
二
東
海
空
経
』
に
信
躍
す
」
と
も

一
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
重
玄
波
の
『
海
空
経
』
の
影
響
下
に
あ
る

経
典
で
あ
る
。
そ
し
て
『
太
上
慈
悲
道
場
治
災
九
幽
機
』
に
は
、
し

ば
し
ば
「
海
空
智
議
長
人
」
の
語
が
登
場
す
る
か
ら
、
こ
の
俄
法
は
、

茅
山
波
が
重
玄
波
道
教
の
教
義
を
掻
取
し
た
著
作
と
見
ら
れ
る
。

」
の
こ
と
は

ま
た
、
『
太
上
慈
悲
道
場
治
災
九
幽
俄
』

に
は
、
「
太
上
是
の
機
法
を
読
き
、 の

巻

の
「
数
問
機
悔
品
第
五
」

衆

生
を
得
度
せ
し
む
、
云
々
」
と
し
て
、
衣
の
備
を
連
ね
る
こ
と
か
ら

も
窺
わ
れ
る
。

善
哉
元
始
傘
、
三
界
所
共
崇
、
聖
力
不
思
議
、
智
徳
無
等
隻
、

白
然
七
賓
座
、
踊
現
饗
林
中
、
具
足
有
形
相
、
無
擬
猶
虚
空
、



賂
一
爪
重
玄
義
、
開
設
衆
妙
門
、
了
出
無
上
道
、
運
韓
大
乗
載
、

善
巧
説
諸
法
、
群
生
普
得
蘇
、
我
等
関
是
法
、
粛
然
心
垢
除
、

不
勝
情
析
悦
、
稽
首
櫨
玉
虚
。

こ
の
傷
は
重
玄
波
の
『
太
玄
員
一
本
際
経
』
巻
一
の
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
最
初
の
備
で
あ
る
。
「
太
上
慈
悲
道
場
治
災
九
幽
俄
』

の
引
用

に
は
、
多
少
の
出
入
も
あ
る
の
で
、
決
に
『
太
玄
真
一
本
際
経
』
巻

一
の
も
の
を
掲
げ
る
。

母
音
哉
元
始
傘
、
三
界
所
共
宗
、
紳
力
不
思
議
、
智
徳
無
等
愛
、

自
然
七
賓
座
、
踊
現
場
骨
林
中
、
具
足
有
形
相
、
無
擬
猶
虚
空
、

将
一
ホ
重
玄
義
、
開
設
衆
妙
門
、
了
出
無
上
道
、
運
轄
大
乗
穀
、

善
巧
設
諸
法
、
不
有
亦
不
無
、
空
俵
無
異
相
、
権
質
国
同
途
、

道
場
輿
煩
悩
、
究
寛
並
無
品
開
、
我
等
閑
是
法
、
粛
然
心
垢
除
、

不
勝
情
折
悦
、
稽
首
撞
玉
虚
。
(
敦
埋
木
ベ
リ
オ
文
書
三
三
七
一
及

び
二
三
九
二
U

そ
し
て
、
『
太
上
慈
悲
道
場
治
災
九
幽
機
』
巻
八
の
「
餓
九
幽
品

第
三
L

の
冒
頭
で
は
、
「
今
日
道
場
大
衆
人
、
各
選
心
仰
劉
慈
傘
、

機
悔
九
幽
地
獄
罪
苦
、
機
主
某
撮
心
長
脆
、
諦
聴
経
一
言
、
九
闘
者
東

北
方
朔
陰
之
地
、
九
回
盟
之
下
、
名
日
九
幽
地
獄
、
其
獄
深
沈
繋
閉
」

司
九
幽
経
』
小
孜

と
述
べ
、

次
に
以
下
の
よ
う
に
九
幽
地
獄
を
山
連
ね
る
。
「
①
東
有
風

雷
地
獄
、
常
有
黒
風
、
震
雷
震
露
、
飛
文
瓢
戟
、
衝
突
罪
人
、
分
解

肢
鐙
、
高
劫
受
昔
、
不
捨
章
夜
。
②
南
有
火
窮
地
獄
、
有
諸
罪
人
、

呑
火
食
炭
、
震
火
所
焼
、
頭
面
焦
欄
、
頭
戴
火
山
、
皮
膚
骨
肉
、
節

③
西
有
金
剛
地
獄
、

節
生
火
、
菌
効
受
苦
、

人
、
金
槌
銭
杖
、
飢
孜
〔
拷
〕
無
数
、
肢
樫
欄
壊
、
筋
骨
零
落
、
鍛

不
捨
童
夜
。

有
諸
罪

叉

穿

腹

、

金

槌

塞

心

、

不

捨

蓋

夜

。

④

北

有

浜

冷

地

獄
、
有
諸
罪
人
、
沈
設
丘
中
恭
之
池
、
氷
戟
霜
刃
、
衝
断
筋
骨
、
百
毒

之
汁
、
以
濃
其
上
、
五
隆
零
落
、
心
腹
破
壊
、
寓
劫
受
昔
、
不
拾
童

夜
。
⑤
中
有
普
掠
地
獄
、
有
諸
罪
人
、
身
被
孜
〔
拷
〕
掠
、
晴
間
毒
難

忍
、
断
筋
流
血
、
悶
絶
都
地
、
於
是
獄
卒
方
以
鍛
叉
叉
刺
、
令
諸
罪

人
、
各
各
巡
上
刀
山
剣
樹
、
八
達
交
風
、
吹
樹
低
昂
、
足
履
万
山
、

掛
身
剣
鍔
、
寓
劫
受
苦
、
不
捨
蓋
夜
。
⑥
東
南
有
銅
柱
地
獄
、
大
火

猛
焔
、
有
諸
罪
人
、
手
抱
足
登
、
表
裏
焦
煉
、
腹
背
膿
潰
、
寓
劫
受

苦
、
不
捨
童
夜
。
⑦
西
南
有
屠
割
地
獄
、
有
諸
罪
人
、
身
被
倒
懸
、

万
剣
割
岨
眠
、
四
肢
筋
版
、
皮
膚
五
臓
、
皆
有
刀
刃
、
割
切
其
身
、
血

高
劫
受
苦
、

流
潟
地
、
不
可
堪
忍
、
高
劫
受
苦
、
不
捨
童
夜
。
③
西
北
有
火
車
地

獄
、
有
諸
罪
人
、
五
車
裂
陸
、
四
肢
分
散
、
或
身
慮
其
中
、
随
車
東

五



『
九
幽
経
』
小
孜

皆
有
鋒
刃
、

割
切
罪
人
、

加
諸
猛

一

切

輪

轄

、

隠

輪

運

縛

、

火
、
健
令
燥
燭
、
高
劫
受
苦
、
不
捨
蓋
夜
。
⑨
東
北
有
銭
湯
地
獄
、

有
誇
罪
人
、
身
被
鍛
叉
、
叉
入
銭
湯
、
五
檀
煎
煮
、
四
肢
燭
潰
、
膿

血
臭
抽
棚
、
不
可
犠
忍
、
寓
劫
受
昔
、
不
捨
童
夜
」
と
。
こ
れ
が
『
九

幽
経
』
の
紋
述
を
襲
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

西に
引と
用こ
さろ
れ が
る、

経前
典漣

は品
一寸 =ロコ

T民， ~土
7;;; 、
に=司

と太
も上

主義
紀善

章者
22 
金害

紀
の
ご
く
初
期
ま
で
に
作
ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ

る
」
と
し
な
が
ら
も
、
上
記
の
「
機
九
幽
品
第
二
一
」
の
引
用
に
つ
い

て
、
「
こ
の
九
幽
地
獄
の
設
も
、
何
ら
か
の
経
典
(
以
下
、
『
俄
九
幽
品

第
三
』
の
原
典
、
と
稽
す
。
)
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

〔
叫
)

が
、
出
典
は
不
明
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
酒
井
氏
の
態
度
は
甚
だ
面
妖
で
、
こ
れ
は
、
『
九
幽
経
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
『
太
上
慈

劉
無

悲
道
場
消
災
九
幽
俄
』
は
、
『
本
際
経
』

の
場
合
と
同
じ
く
、

待
の
『
九
幽
経
』
を
経
名
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
引
用
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
盛
唐
時
代
に
九
幽
地
獄
に
つ
い
て
諮
る

最
も
有
力
な
経
典
が
『
九
幽
抜
罪
経
』
、

即
ち
『
九
幽
経
』

で
あ
っ

ム

ノ、

た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
『
太
上
慈
悲
道
場
治
災
九
幽
機
』
の
李
含
光
の
序
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
序
で
は
『
太
上
慈
悲
道
場
治
災
九
幽
機
』
の
由
来
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

太
上
慈
悲
道
場
消
災
九
幽
機
は
、
太
極
左
仙
公
首
相
玄
よ
り
始
ま

る
、
〈
中
略
〉
〈
蓮
玄
〉
自
ら
謂
う
大
乗
奥
旨
、
以
て
衆
生
を
開

導
し
、
沈
溺
を
盤
済
す
べ
し
と
、
遂
に
三
洞
の
口
問
内
に
、
そ
の

極
要
を
撮
り
、
機
文
を
纂
集
し
て
、
嘗
世
の
群
生
を
し
て
、
悉

く
聞
き
悉
く
見
、
将
来
の
多
士
を
し
て
、
悟
り
易
く
行
い
易
か

ら
し
む
、
無
関
鄭
都
・
阿
鼻
寒
夜
・
三
途
五
苦
・
八
難
九
幽
の

沈
滞
せ
る
苦
魂
に
至
り
で
は
、
幽
閉
に
遇
わ
ざ
ら
し
め
、
乃
ち

見
存
過
去
未
来
、
犯
す
と
こ
ろ
の
新
罪
宿
怨
、
完
結
災
難
に
お

よ
び
で
は
、
普
ね
く
法
潤
を
得
て
、
倶
に
正
員
に
曾
わ
し
む
。

こ
こ
で
は
、
衆
生
を
「
無
関
鄭
都
、
阿
鼻
寒
夜
、
三
途
五
苦
、
八

難
九
幽
」
か
ら
救
済
す
る
こ
と
が
餓
文
纂
集
の
目
的
で
あ
る
と
し
て

い
て
、
そ
れ
は
明
快
な
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
序
の
冒
頭

の
記
述
で
あ
る
。

か
の
赤
明
始
め
て
開
く
を
原
ぬ
る
に
、
雲
家

肇
め
て
脅
極
に



形
わ
れ
、
炎
漢
後
に
啓
け
、
震
文
漸
く
人
聞
に
布
く
、
西
萄
な

れ
ば
則
ち
金
闘
の
遺
科
、
東
呉
な
れ
ば
則
ち
太
極
の
停
敬
、
こ

れ
よ
り
大
有
の
秘
笈
、
澗
回
目
の
道
輩
、
張
徐
こ
れ
を
前
に
穎
わ

し
、
陶
陸
こ
れ
を
後
に
敷
く
、
師
資
縫
躍
し
て
、
代
々

其
の

人
を
生
ぜ
り
。

こ
こ
に
言
う
「
陶
陸
」
と
は
霊
賓
'
経
典
の
停
授
に
功
績
の
あ
っ
た

三
洞
設
の
創
唱
者
で
あ
る
劉
宋
の
陸
修
静
と
茅
山
波
の
大
成
者
で
あ

る
、
梁
の
陶
弘
景
で
あ
り
、
貌
管
南
北
朝
時
代
の
道
教
史
で
は
劉
立
的

な
存
在
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
道
士
達
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で

李
含
光
は
賞
に
あ
っ
さ
り
と
雨
者
を
「
師
資
」
の
関
係
に
あ
っ
た
と

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
に
童
聞
か
れ
た
李
溺
の
「
員
系
」

(
『
雲
笈
七
銭
』
巻
五
)
に
お
い
て
「
陶
陸
」
の
雨
者
は
茅
山
汲
の
系
譜

に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
が
、
そ
の
読
の
淵
源
は
、
茅
山
波

中
興
の
租
と
さ
れ
る
李
含
光
の
仕
掛
け
に
由
来
す
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
李
含
光
は
そ
れ
と
同
時
に
陸
修
静
を
信
奉
し
て
い

た
道
教
重
玄
波
の
劉
無
待
の
『
九
幽
経
』
な
ど
も
『
太
上
慈
悲
道
場

消
災
九
幽
機
』
の
中
に
包
撮
し
た
の
で
あ
る
。

き
て
、
宋
代
ま
で
の
『
九
幽
経
』
の
流
停
に
つ
い
て
は
第
一
章
で

『
九
幽
経
』
小
孜

述
べ
た
の
で
、
以
下
に
は

元
か
ら
現
代
ま
で
の
『
九
幽
経
』
に
纏

わ
る
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
元
初
の
成
立
と
さ
れ
る
『
震

費
領
教
済
度
金
書
』
巻
三
十
四
の
「
九
幽
燈
儀
」
で
は
、
「
幽
冥
、

幽
陰
、
幽
夜
、
幽
鄭
、
幽
都
、
幽
治
(
冶
)
、
幽
閥
、
幽
府
、
幽
獄
」

の
「
九
幽
」
地
獄
と
『
九
幽
経
』
の
九
幽
地
獄
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ

(
日
)

ー
の
九
幽
地
獄
を
連
ね
る
。

で
は

し
か
し
、
「
九
幽
燈
儀
」
の
他
の
箇
所

東
方
風
雷
地
獄
を
照
ら
し
、
飛
文
刃
を

威
を
臨
相
む
」
と
『
九
幽
経
』
の
「
震
雷
震
露
、
飛
A
A

例
え
ば
、
「
下

停
め
、
震
雷

瓢
戟
」
を
踏
ま
え
た
表
現
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、

数
済
度
金
童
閏
』
巻
二
九
七
の
「
九
天
隼
表
」
に
は
、

傘
、
九
幽
抜
罪
天
傘
、
治
溢
快
融
市
天
骨
骨
、
大
錬
丹
界
天
写
、
朱
陵
度

命
天
像
、
無
量
度
人
天
傘
、
長
生
護
命
天
傘
、
縛
輪
聖
主
天
傘
、
賓

華
国
満
天
傘
な
ど
所
謂
「
九
天
等
し
が
列
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
記

憶
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
霊
賓
領

太
乙
救
苦
天

ま
た
、
『
蕨
外
道
童

E

ラ
ス
ト
エ
ン
ベ
ラ

I
の
宣
統
元
年

(
一
九
O
九
)
の
紀
年
の
あ
る
雲
峯
羽
客
陳
仲
遠
の
校
輯
と
い
う
守
康

-こ今
l
h

、

t
t
 

成
儀
制
九
幽
正
朝
全
集
』
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
版
は
鄭
都
地
獄
に

縁
の
あ
る
四
川
の
成
都
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
二
仙
庵
の
蔵
板
で
あ

七



『
九
幽
経
』
小
孜

る
。
そ
し
て
、

そ
の
中
で
は
冒
頭
に
「
仰
翁
長
庚
井
練
胎
反
嬰
該

南
陵
抜
夜
居
」
と
述
べ
た
後
、
「
九
幽
抜
罪
天
掌
」

太
一
保
命
籍

の
名
が
掲
げ
ら
れ
、
決
の
頚
が
綴
ら
れ
る
。
「
道
自
員
機
一
貫
元
、

道
中
玄
妙
玄
更
玄
、
経
文
義
向
赤
書
啓
、
経
旨
還
従
太
古
停
、
師
数

流
通
関
至
理
、
師
恩
浩
蕩
循
三
千
、
賓
壇
碧
玉
疏
璃
地
、
賓
黍
乾
坤

坤
合
乾
」
と
。
こ
れ
も
「
九
幽
抜
罪
天
等
し
信
仰
の
一
端
を
示
す
経

典
で
あ
ろ
う
。

現
在
の
蓋
湾
に
目
を
縛
じ
る
と
、
大
淵
忍
爾
氏
が
『
中
園
人
の
宗

教
儀
麓
』
の
中
で
、
蓋
輔
問
の
道
教
儀
躍
を
述
べ
る
う
ち
に
『
九
幽
抜

罪
賓
俄
』
十
巻
に
関
す
る
儀
穫
に
つ
い
て
鰯
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
大
淵
氏
は
最
初
に
「
九
幽
賓
餓
十
巻
の
議

法
は
三
元
賓
機
や
冥
主
賓
餓
の
場
合
と
同
じ
」
と
述
べ
、
そ
の
「
念
」

の
「
爾
時

元
始
天
傘

時
遊
十
方
世
界
、
天
上
地
下
無
所
不
経

一
云
々
」
に
闘
し
て
「
以
下
の
本
文
の
部
分
は
道
蔵
第
三

O
O加
、
太

上
慈
悲
九
闘
抜
罪
俄
巻
之
一
の
本
文
と
、
天
尋
名
に
異
同
が
あ
り
、

文
字
に
小
異
の
あ
る
外
、
同
文
に
つ
き
掲
載
は
省
客
。
巻
二
以
下
も

同
じ
」
と
述
べ
る
。

と
こ
ろ
で
、
遊
戯
に
牧
録
さ
れ
る
嘗
面
の
『
太
上
慈
悲
九
幽
抜
罪

!¥ 

機
』
は
、
そ
の
経
題
か
ら
見
て
も
『
九
幽
経
』
を
意
識
し
た
著
作
と

見
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
巻
八
に
は
十
二
の
道
教
経
典
を
並
べ

る
中
に
、
「
九
幽
経
』
の
名
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

或
い
は
曾
て
上
清
経
・
霊
賓
経
・
正
一
経
・
道
徳
経
・
西
田
升

経
・
責
庭
経
・
内
観
経
・
太
卒
経
・
治
災
経
・
報
恩
経
・
九
幽

経
・
救
苦
経
・
及
び
諸
経
戒
を
讃
む
。

そ
し
て
、
『
太
上
慈
悲
九
幽
抜
罪
機
』
は
、
こ
れ
ら
の
経
名
を
掲

げ
た
後
、
こ
れ
ら
の
経
典
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
罪
に
つ
い
て
述
べ
、

「
汝
ら
男
女
、
各
自
心
を
省
み
、
勤
め
て
至
員
を
奉
じ
、
蛍
に
後

果
を
求
む
べ
し
、
経
機
に
請
穫
し
て
、
一
稲
田
に
入
ら
し
め
よ
、
己
に

亡
ぶ
者
は
早
に
天
に
生
じ
る
を
得
、
未
だ
終
ら
ざ
る
者
は
み
な
安
楽

を
希
う
、
諦
め
て
聴
き
諦
め
て
受
け
、
法
に
依
り
て
修
行
し
、
道
の

前
に
機
悔
し
、
士
山
心
も
て
敬
薩
せ
よ
」
と
機
悔
の
功
徳
を
説
く
の
で

あ
る
。翻

っ
て
、
先
の
憂
湾
の
九
幽
抜
罪
賓
機
に
関
す
る
儀
穫
に
つ
い
て

全
腫
の
読
明
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
大
淵
氏
が
「
九
幽
は
津
田
教
授

も
と
入
方
と
中
央
の
九
つ
の
地

獄
を
指
し
て
い
た
。
早
く
ス
タ
イ
γ
賂
来
敦
短
文
献
第
九
五
七
競
、

指
摘
の
通
り
(
「
地
獄
幾
」
二
O
頁)、



金
銭
度
命
九
幽
抜
罪
妙
経
(
道
破
第
七
七
加
、
太
上
九
艮
妙
戒
金
露
度
命

抜
罪
妙
経
)

に
は
見
え
る
」
(
前
掲
者
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
も
、

現
代
喜
一
轡
の
儀
穫
が
遠
く
唐
代
の
『
九
幽
経
」
に
来
源
し
て
い
る
こ

と
に
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

結

圭E
n口

新
世
紀
に
な
っ
て
、

究
』
や
陳
鼓
懸
氏
主
編
『
道
家
文
化
研
究
』
第
十
九
輯

l
「
玄
撃
輿

重
玄
墜
し
専
披
ー
が
出
版
さ
れ
て
、
重
玄
波
道
教
研
究
も
新
た
な
設

中
園
で
は
主
宗
豆
氏
の

守
《
道
教
義
極
》
研

展
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
階
唐
時

代
の
茅
山
波
や
重
玄
波
の
存
在
を
否
定
し
て
、
正
一
波
だ
け
が
存
在

(
描
)

し
た
と
す
る
不
可
解
な
見
方
が
出
さ
れ
て
い
る
。

道
教
重
玄
波
は
、
唐
代
の
都
、
長
安
を
中
心
に
重
玄
の
新
思
潮
を

展
開
し
た
ス
タ

1
道
士
の
集
圏
だ
っ
た
。
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
盛

唐
の
詩
人
社
甫
が
そ
の
作
品
を
著
す
に
嘗
た
っ
て
重
玄
汲
道
教
の
代

表
的
経
典
で
あ
る
『
太
玄
員
一
本
際
経
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を

(
げ
)

指
摘
し
た
が
、
小
論
で
は
、
重
玄
波
道
教
研
究
の
一
環
と
し
て
『
九

幽
経
』
の
考
察
を
行
い
、
合
わ
せ
て
現
代
ま
で
の
影
響
に
つ
い
て
略

『
九
幽
経
』
小
孜

設
し
た
。
今
後
は
前
著
の
重
玄
波
道
教
に
関
す
る
研
究
を
更
に
深
め

て
行
く
こ
と
を
表
明
し
て
摘
筆
す
る
。

註(

1

)

調
停
団
瑞
穂
『
地
獄
鑓
』
(
増
訂
版
)
卒
河
出
版
社
一
九
九
O
年
刊
。

な
お
、
本
論
文
の
引
用
は
原
則
と
し
て
書
き
下
し
と
し
た
が
、
組
問
照
を

事
と
す
る
場
合
や
全
文
を
掲
載
し
た
い
場
合
な
ど
は
、
紙
数
の
関
係
で

原
文
の
ま
ま
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
諒
解
さ
れ
た
い
。

(

2

)

吉
岡
義
盟
『
道
教
と
傍
数
』
第
一
(
図
書
刊
行
倉
一
九
八
O
年
刊
)

「
施
餓
鬼
思
想
の
中
図
的
受
容
」
参
照
。

(

3

)

土
口
岡
義
聾
『
道
教
と
例
数
』
第
一
一
(
豊
島
書
房
一
九
七
O
一
年
刊
)
「
中

元
孟
蘭
盆
の
道
教
的
考
察
」
参
照
。

(

4

)

拙
著
『
惰
唐
道
敬
思
想
史
研
究
』
卒
河
出
版
社
一
九
九
O
年
刊
参

照。

(

5

)

『
道
家
文
化
研
究
』
第
一
九
輯
、
生
活
・
讃
書
・
新
知
=
一
聯
書
宿
二

0
0二
年
刊
所
牧
。

(

6

)

劉
宋
の
求
那
抜
陀
羅
誇
。
大
正
新
修
大
騒
経
第
十
七
容
所
枚
。

〈

7
)

王
宗
豆
『
道
数
義
梅
研
究
』
上
海
文
化
出
版
社
ニ

O
O
一
年
刊
参

照。

(
8
〉
神
塚
淑
子
『
六
朝
道
教
思
想
の
研
究
』
創
文
祉
一
九
九
九
年
刊
参

照。

(

9

)

吉
岡
氏
註
(

2

)

論
文
参
照
。

九



『
九
幽
経
』
小
孜

四
O 

(

m

)

拙
稿
「
仙
女
と
仙
媛
」
令
官
淳
正
順
博
士
古
稀
記
念
東
洋
比
較
文
化

論
集
』
青
史
出
版
二

O
O四
年
刊
所
牧
〉
参
照
。

(

U

)

酒
井
規
史
「
唐
代
に
お
け
る
北
帝
信
仰
の
新
展
開
l
『
放
罪
妙
綬
』

を
中
心
に

l
」
(
『
早
稲
田
大
皐
大
皐
院
文
皐
研
究
科
紀
要
』
第
四
十
九

輯
・
第
一
分
班
二

O
O四
年
刊
所
牧
)
参
照
。

ハ
ロ
)
吉
岡
民
註
ハ
2
〉
論
文
参
照
。

(
臼
〉
『
太
上
鍾
賓
洪
-
一
踊
滅
罪
像
名
経
』
に
は
、
「
重
玄
妙
勝
天
隼
」
「
太
妙

重
玄
天
隼
」
等
、
天
隼
名
に
「
重
玄
」
の
語
を
含
む
例
が
多
く
見
ら
れ

る
。
又
、
酒
井
氏
註
(
日
)
論
文
参
照
。

(
口
止
)
酒
井
民
註
(
日
〉
論
文
参
照
。

(
日
〉
松
本
浩
一
「
道
数
と
宗
教
儀
薩
」
(
『
道
教
』
1
卒
河
出
版
社
一
九
八

三
年
刊
〉
所
枚
参
照
。
ま
た
、
小
南
一
郎
「
九
幽
」
(
『
這
数
事
典
』
卒

河
出
版
社
一
九
九
四
年
刊
〉
も
参
考
に
し
た
。

(
時
〉
小
林
正
美
『
唐
代
の
道
敬
と
天
師
道
』
知
泉
書
館
二

O
O三
年
刊
。

(
口
〉
拙
稿
「
太
清
・
太
一
と
桃
源
・
王
母
!
杜
甫
と
道
教
に
関
す
る
傍

敵
i
」
(
『
積
一
井
文
雅
博
士
古
稀
記
念
論
集
ア
ジ
ア
文
化
の
思
想
と
儀

檀
』
二

O
O五
年
刊
行
議
定
所
牧
〉
参
照
。


